
手洗い設備の基準が変わりました！！

食品を取り扱う施設の皆さまへ

これまでの手洗い設備だと･･･
せっかく手洗いをしても再汚染されてしまう場合があります。

許可申請（新規・更新）する時に、手洗い設備が
レバー式等になっていないと、許可が下りません。

レバー式等、これからの手洗い設備の例

※詳細は、最寄りの保健所までご相談ください。

お問い合わせ先 稚内保健所生活衛生課 食品保健係（稚内市末広4丁目2番27号）
TEL：0162－33－2545（直通） FAX：0162－32－2253

センサー式

足踏み
ペダル式

レバー式

※ひじで操作できるもの
ハンドル式

「水栓に手指を直接触れずに操作できること」が、必須基準です！！

（令和3年6月1日食品衛生法改正）


